








要約:平成 7年度の人口動態統計に初めて乳幼児突然死症候群が疾患名として挙げられ,そ

の数は 579 名でこれまでの当研究班の疫学データからの推測値,年間 600 名に極めて近似

していた。神奈川県において 1993 年から 1995 年の 3 年間,生後 7 日以降 2 歳までの SIDS

発生頻度は 0.55/出生 1,000 であり,死因としては先天性心疾患に次いで 2 位であった。

この間の剖検率は 75.6%であった。SIDS の診断において,解剖された症例と解剖されなか

った SIDS の疑いの症例の間に疫学的情報の統計学的差異はないが,監察医制度のある地域

とそれ以外の地域で剖検率に大幅な差があり,監察医制度が SIDS の疫学調査に重要である

ことが示された。更に SIDS の診断において,死亡状況の情報が極めて重要であり,その情

報源である警察への働きかけが必要であることが明らかとされた。うつ伏せ寝と SIDS 発

生の間に相関があることは明らかであるが,4 ヶ月以降の児において,寝かせた時に仰向け

であっても死亡時にうつ伏せである症例が多いことから,寝返りが及ぼす影響も考慮しな

けれぱならないことが示された。SIDSの症例を登録する制度に関しては,SIDS のみならず

乳児の急死全体を,行政上の必要からおよび家族へのサポートの目的で制度を確立してい

くことの重要性が示された。SIDS の病因に関しては,神経病理学的検討がら脳幹部のカテ

コールアミン系ニューロンの異常が示され,従来から言われている呼吸中枢機能の異常が

本症に関係あることが改めて示された。


